
令和２年３月31日（概要）児童生徒等及び教職員に感染者が確認された場合の基本的な対応 令和3年9月2日

学校による調査 学校の対応

府
立
学
校

リ
ス
ト
作
成
・
保
健
所
提
出

疫学調査に係る
学校全体の臨時休業

陽
性
者
確
認

陽性者が確認された場合、濃厚
接触者の候補を特定するとともに、
陽性者と同じ学級や部活動に所
属する全員をPCR検査対象者とし
て保健所にリストを提出する
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検査候補者リスト作成の基準 ※リストの添付資料：基本情報（学校用）記入シート・行動歴記入シート・配席図・・・等

濃厚接触者の候補

・長時間の接触があった者
・適切な感染防護なしに介護していた者
・感染者の飛沫に直接触れた可能性の高い者
・手で触れることのできる距離で必要な感染予防策なしで、感染者と15分以
上の接触があった者

濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補

・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触
頻度が高い者等
（感染者と同一の学級の児童生徒等全員）
・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等
（感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等全員）
・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等
・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

検査の結果、陽性者がいない
・学級等の再開

※濃厚接触者は接触の日から14日行動制限

検査の結果、陽性者が１人以上
・学級等の閉鎖を7日間延長

検査対象者が所属する
学級等の閉鎖

【学年閉鎖】
複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染
が広がっている可能性が高い場合

【学校全体の臨時休業】
複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖し
ていない学年に感染者が存在するなど、学校
内で感染が広がっている可能性が高い場合
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